
「いじめの問題への対応」に関する教職員研修を行いました

令和３年８月１７日（火）、県教育委員会の子ども安全支援室から講師をお招

きし、いじめ問題への対応に関する教職員研修を行いました。

いじめは、どの生徒にも起こりえるという危機感をもち続け、生徒の少しの

変化も見逃さず関わっていくことが、いじめの早期発見、早期対応、さらには

未然防止につながります。研修では、いじめの認知や、未然防止と早期発見、

組織的対応について講話があり、その後、２つの事例に対してグループワーク

を行いました。この活動の終りには、研修の振り返りを行い各事例のポイント

について確認し、いじめへの対応について実践力を高めました。


